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１　趣旨 

「「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン」（第２期）に基づき、「ソーシャルワークの視点をもった人材の育成に

係る研修」として、不適切な養育等のリスクを抱える子供や保護者への初期対応が組織的にできる保育者を育成すると

ともに、市町等と園・所等がより密接に連携できる機会になることを目的として、市町等（以下、「実施機関」という。）

が主催する研修や協議会等（以下、「研修等」という。）へ講師を派遣する出前研修を実施する。 

 

２　対象となる実施機関 

　⑴　市町教育委員会 

⑵　市町保育主管課　 

⑶　市町児童福祉主管課　 

⑷　広島県国公立幼稚園・こども園連盟、公益財団法人広島県私立幼稚園連盟、一般社団法人広島県保育連盟連合会、

特定非営利活動法人全国認定こども園協会広島・岡山支部、その他、郡市町単位で構成された園・所等の団体 

⑸　大学や専門学校のうち、幼稚園教諭を養成する指定教員養成機関及び保育士を養成する指定保育士養成施設 

 

３　研修内容等 

「気になる」家庭へのよりよい関わりのために、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止

め、相互の信頼関係を基本に、個々の家庭のニーズに応じた支援の方法を学ぶ講義及び演習（メニュー例参照） 

＜メニュー例＞ 

※その他、電話等で事前に市町等の現状を聞き、内容を検討可能。 

※研修時間は、90分～120分を基本とするが、相談に応じて調整する。 

 

４　実施期間 

　　令和８年５月から令和９年２月末まで 

 

５　実施日時 

　　祝日を除く月曜日から金曜日の９時から16時半の間において、実施機関の希望の日時で調整する。 

 

６　実施方法 

(1) 講師の派遣を希望する実施期間は、出前研修申込書（別紙様式）を作成の上、実施希望日の２か月前までに乳幼児

教育支援センターに提出する。ただし、５・６月の実施を希望する場合、実施期間は申込書を提出の上、速やかに

乳幼児教育支援センターへ電話連絡を行う。 

(2) 乳幼児教育支援センターは実施機関と実施日時等を調整する。 

(3) 派遣する講師は、県教育委員会乳幼児教育支援センターの職員（保育ソーシャルワーカー）とする。 

(4) 研修等の会場は、実施機関が準備する。 

(5) 研修等で使用するスクリーン、プロジェクター等の機器及び資料等印刷物は、原則として実施機関が準備する。 

  (6) 実施期間は、アンケートへの回答に協力する。 

 

７　経費 

講師派遣に係る旅費は、乳幼児教育支援センターが負担する。 

 

８　その他 

　　この要項に定めがない事項については、実施機関と別途協議の上、決定する。

 家庭の見立てを中

心にした研修

「気になる」家庭における生活環境をはじめとした背景を、ソーシャルワークの理論に基づいて

見立て、ニーズに応じた支援方針を立てることについて、事例を通して体験的に学びます。

 関係機関との連携

を中心にした研修

「気になる」家庭の支援に関して、市町をはじめとした関係機関との連携を視野に入れたソーシャルワーク

を組織として行って行く方法について、事例やロールプレイを交えながら学びを深めます。


